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自衛隊Ⅴ22 オスプレイの岩国基地陸揚げと木更津駐屯地への配備中止、米軍・自

衛隊のすべてのオスプレイの飛行中地と撤去を求める 

 

2024年5月27日 日本平和委員会 

 

 米日政府は、昨年 11 月 29 日の屋久島沖での米軍 CV22 オスプレイ墜落事故の原因解明や事故防止対策も明ら

かにしないまま、米軍・自衛隊オスプレイの飛行再開を強行し、沖縄はじめ全国で自治体・住民の反対を押し切

って、市街地上空での飛行をくり広げている。 

 この暴挙に対しては、沖縄県議会が自民党・公明党も含む全会一致の賛成で「オスプレイの飛行再開に抗議し

配備の撤回を求める意見書」を採択（3月 18日）。東京都と 5市 1町で構成する「横田基地に関する東京都と周

辺市町連絡協議会」も、3 月 8 日の防衛大臣あて要請書で、「墜落事故を受け、基地周辺住民にあっては、オス

プレイの安全性に対する不安をさらに募らせており、今回の説明では到底その解消を図ることはできない。/つ

いては、まずは早急に、より詳細な事故原因や安全対策、再発防止策などを明らかにするとともに、関係自治体

に速やかに情報提供することを要請する」と求めている。同連絡協議会は、5 月 18 日の横田基地日米友好祭へ

のMV22オスプレイ地上展示にも反対し、それは中止に追い込まれた。 

 事故報告書も発表されず、不具合を起こした部品名さえも明らかにせず、事故原因や事故防止対策についての

説明も、まったくあいまいなままのオスプレイの飛行再開は、絶対に許されない。 

 しかも、「2025 会計年度の軍人の生活の質の向上及び国防権限法」は、「オスプレイに影響を及ぼしている進

行中の重大な欠陥」のために、「CMV22 の運用は、適切な迂回飛行場から 30 分以内に止まる飛行及び任務に限定

されている」と明記。「ＢＲＥＡＫＩＮＫ ＤＥＦＥＮＳＥ」5月 15日付は、この 30分間の制限はすべてのⅤ22

派生型に適用されているとしていると指摘。併せて「国防総省は、2023 年 11 月の墜落の原因について明らかに

していない」とも指摘している。また、「The Defense Post」のジョー・サバラ記者は「これは、オスプレイが再

び技術的な故障に見舞われた場合に、迅速な緊急着陸を容易にするためです。限られたエンベロープ（帯域）に

より、米軍は問題ある航空機を綿密に監視し、支援が必要な場合には即座に行動することができます」と指摘し

ている。 

 以上の事実は、改めて、オスプレイの安全性が保障されていないことを浮き彫りにするものである。オスプレ

イを飛行させてはならないことがいよいよ明らかになった。 

 ところが日本政府は、米国から輸送されてくる自衛隊のⅤ22オスプレイ 3機を 5月 28日にも陸揚げし、飛行

試験の上、千葉・木更津駐屯地に配備し、自衛隊Ⅴ22 オスプレイ 17 機体制を完了させようとしている。市民の

命と安全に対する挑戦と言うべき、このような暴挙は断じて許されない。 

 私たちは次のことを要求するものである。 

 

１， 自衛隊Ⅴ22 オスプレイ 3 機の岩国陸揚げと木更津駐屯地への配備を中止し、米軍・自衛隊すべてのオスプ

レイの飛行中止と撤去を行うこと。横田基地への CV22 オスプレイの追加配備、佐賀空港のオスプレイ基地

化工事も中止すべきである。 

２， 米軍が行っているすべてのオスプレイが「適切な迂回飛行場から 30 分以内に止まる飛行及び任務に限定さ

れている」との措置は、日本に配備されている米軍オスプレイにも適用されているのか？ その事実を政

府・防衛省は把握しているのか？ 自衛隊のオスプレイにも適用されるのか？ 自治体に対する説明を行

なうべきではないのか？ なぜ、このような措置をとるのか？ 以上の点を具体的に回答されたい。 

３， この措置は、改めて、昨年 11 月 29 日のＣＶ22 オスプレイ墜落事故の原因が未解明であり、安全対策が確

立していないことを裏付けている。政府・防衛省は事故原因と対策の詳細を明らかにできない限り、オス

プレイの飛行を中止すべきである。少なくとも、事故調査報告書が提出され、それを国会で審議・検討し

た上でなければ、飛行すべきではない。  以上のことを強く求めるものである。  


